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説 明 薬価の下支え、医薬品の安定供給について 

 

 

 

〇安川文朗部会長（京都女子大学データサイエンス学部教授） 

 それでは、議事に入らせていただきます。今回は「令和７年度薬価改定について」

を議題といたします。事務局より資料が提出されておりますので、事務局より説明

をお願いいたします。 

 

〇厚労省保険局医療課・清原宏眞薬剤管理官 

 はい。薬剤管理官でございます。資料「薬－１」をご覧ください。 

 

 本日は、令和７年度薬価改定に向けて、薬価の下支えと医薬品の安定供給につい

て、ご議論いただく予定としております。 

  

http://chuikyo.news/
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 ２ページ目は骨太の方針です。 

 

 中ほどをご覧ください。 

 

 「足下の医薬品の供給不安解消に取り組むとともに、医薬品の安定的な供給を 

基本としつつ、後発医薬品業界の理想的な姿を見据え、業界再編も視野に入れた 

構造改革を促進し、安定供給に係る法的枠組みを整備する。」 

  

 とされております。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 ３ページをご覧ください。 

 

 令和６年度薬価制度改革の概要でございます。 

 

 今回は、右側の「医薬品の安定供給の確保」の話題となります。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 ４ページをご覧ください。 

 

 今回のメニューとなります。 

  

  

http://chuikyo.news/


 

 

©  

 

10 

 

  

  

 おめくりいただき、まず薬価の下支え制度について、ご説明いたします。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 ６ページをご覧ください。 

 

 基礎的医薬品についてです。 

 

 医療上の位置付けが確立し、薬価基準に 15年以上収載された品目であって、乖離

率が全品目の平均乖離率以下であり、過去に不採算品再算定品目等の要件に該当し

た品目について薬価を維持する制度でございます。 

 

 令和６年度薬価制度改革では、年数制限を 25 年から 15 年に短縮しております。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 ７ページをご覧ください。 

 

 令和６年度の基礎的医薬品の実績となります。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 ８ページをご覧ください。 

 

 不採算品再算定についてでございます。 

 

 急激な原材料費の高騰や安定供給問題に対応するため、企業から希望のあった 

品目を対象に特例的に適用しております。 

 

 「算定ルール」に記載のとおり、薬価が著しく低額であるため製造販売の継続が

困難であるものについては、成分規格が同一の類似薬が全て該当する場合に限って

対象としているところ、 

  

 令和５年度、令和６年度薬価制度改革では（ママ）、薬価の改定においては、本規

定を適用しておりません。 

 

 ただし、令和６年度改定では、令和５年度の平均乖離率の７％を超えるものは除

外という乖離率要件を設けております。 

http://chuikyo.news/
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 ９ページをご覧ください。 

 

 令和６年度の不採算品再算定の実績となります。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 10ページをご覧ください。 

 

 このように不採算の特例を行ったことに対する影響分析として、日薬連より令和

６年度、不採算品再算定が適用された品目の今年３月と８月の出荷状況を調べ、 

その変化について分析された結果となります。 

 

 上段の棒グラフが令和６年度に不採算を受けた品目についての分析です。 

 

 適用品目では、約 67％の品目が安定供給を続けることが可能となっております。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 11ページをご覧ください。 

 

 こちらは、先ほどの棒グラフのうち、３月の時点で通常出荷できなかった品目が

どのように変化をしたのかを見たものです。 

 

 供給量の増加等には時間がかかるものの、４割以上の品目で供給状況の「改善」

あるいは「やや改善」が認められております。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 12ページをご覧ください。 

 

 こちらは、安定確保会議で示された資料です。 

 

 ９月時点で、19％の品目で限定出荷や供給停止が生じております。 

 

 限定出荷となる要因といたしまして、他社品の影響によるものが最多であった 

ことが報告されております。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 13ページをご覧ください。 

 

 上段右側の棒グラフをご覧ください。 

 

 昨年 12月から本年４月頃までは、おおむね 25％前後の限定出荷・供給停止が 

認められておりましたが、直近９月の調査では約 20％を下回ってきております。 

 

 また、薬価削除予定品目を除くと、限定出荷・供給停止は 15％を下回るように 

なってきております。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 14ページをご覧ください。 

 

 こちらも安定確保会議で示された資料となりますが、安定確保マネジメントシス

テム（ママ）を構築し、安定供給に係る法的枠組みを整備することについて報告さ

れております。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 おめくりいただきまして、次は、医薬品の安定供給ができる企業の考え方につい

て、ご説明いたします。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 16ページをご覧ください。 

 

 令和６年度薬価制度改革の骨子でございます。 

 

 青字で示したものは、既に試行的に導入された内容となっておりますが、赤字に

示しました箇所につきましては、令和６年度早期に実施することとなっておりまし

た。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 17ページをご覧ください。 

 

 試行的に導入した企業評価の薬価算定上の取扱いについて示したものでござい

ます。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 18ページをご覧ください。 

 

 令和６年度薬価制度改革（ママ）における企業の評価結果に基づく対応の実績と

なっております。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 19ページをご覧ください。 

 

 赤枠は、令和６年度早期に公表することとされた評価指標となります。 

 

 下の青枠につきましては、既に試行導入された評価指標でございます。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 20ページをご覧ください。 

 

 こちらも指標の続きでございますが、こちらは既に実施済みの評価指標と、その

評価方法となります。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 21ページをご覧ください。 

 

 安定供給が確保できる企業を可視化し、当該企業の品目を医療現場で選択しやす

くするため、企業が公表すべき内容やその方法等を定めたガイドラインの内容であ

り、今年の３月 29日に公表されたものでございます。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 22ページをご覧ください。 

 

 先ほどのガイドラインを踏まえ、各社、公表を行っております。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 おめくりいただきまして、最後に関連部局の動きについて、ご説明をいたします。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 24ページをご覧ください。 

 

 本年８月 30日の「近未来健康活躍社会戦略」で公表されたものでございます。 

 

 後発医薬品の安定供給等を実現するために産業構造改革が必要であるとされて

おり、 

 

後発医薬品業界の理想的な姿として、四角の青色の枠組みでございますが、数量

シェアや品目ともに多い企業はシェアの拡大や生産性・収益性の向上により、総合

商社型の企業への成長。 

  

 または、一定領域で他をリードする企業につきましては、自社の強みを生かした

領域へ品目を集約し、生産性の確保できる適切な規模で安定供給を担うこと。 

  

 そして、成分ごとの過当競争を適正化し、安定供給を確保する必要性があること。

が挙げられております。 

http://chuikyo.news/
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 これらに向けて、具体的な取組といたしまして、４つ。 

  

 ・金融・財政措置 

 ・独占禁止法との関係整理 

 ・安定供給の法的枠組 

 ・収益と投資の好循環を生み出す価格や流通の在り方 

  

 が挙げられております。 

  

 なお、参考資料の 39から 40ページに、武見前厚生労働大臣からの要請内容につ

いてもお付けしておりますので、適宜ご参照いただければと思います。 

 

  

http://chuikyo.news/
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http://chuikyo.news/
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 おめくりいただきまして、25ページをご覧ください。 

 

 こちらは、先ほど説明しました安定供給のための法的枠組みについての資料でご

ざいます。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 26ページをご覧ください。 

 

 収益と投資の好循環を生み出す価格や流通のあり方につきましては、企業評価や

薬価の下支えについては先ほどご説明いたしましたとおりでございますが、 

  

 このほか、適正価格での流通を行うため、流通改善ガイドラインの改訂を行って

おります。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 27ページをご覧ください。 

 

 流通ガイドラインの改訂に伴う新たな取組について示したものでございます。 

  

  

http://chuikyo.news/


 

 

©  

 

35 

 

  

  

 28ページをご覧ください。 

 

 こちらは、薬価削除プロセスの簡素化について示したものでございます。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 １ページ飛ばしていただきまして、30ページをご覧ください。 

  

  

http://chuikyo.news/
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 経緯は、これまで説明した内容の概要です。 

 

 論点は４つ挙げております。 

 

 １つ目。令和６年度薬価制度改革で試行的導入された企業評価のうち、その後、

公表された評価指標の活用について、どのように考えるか。 

 

 また、その適用時期について、どのように考えるか。 

 

 ２つ目。「後発品を製造販売する企業の評価指標及び評価方法」は安定供給が確保

できる企業を可視化することを目的としていますが、この評価結果の公表をどのよ

うに考えるか。 

  

 ３つ目。後発医薬品の安定供給等を実現を目指した産業構造改革の動きを踏まえ、

少量多品目構造の見直しについて、例えば薬価の観点から対応すべき点を上記の評

価指標に加えることをどのように考えるか。 

http://chuikyo.news/
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 ４つ目。上記の経緯等を踏まえ、安定供給確保の必要性や物価上昇等への対応に

ついて、国民皆保険の持続性とのバランスを考慮しつつどのように考えるか。 

  

 でございます。説明は以上となります。 

 

〇安川文朗部会長（京都女子大学データサイエンス学部教授） 

 ありがとうございました。 

  

http://chuikyo.news/

